
 

特別養護老人ホーム古座川園  

介護予防短期入所生活介護 重要事項説明書 
令和６年 ６月 １日現在 

 

１．事業目的 

当施設は、介護保険法令に従い、要介護状態にある方に対し、適正な介護予防短期入所生活介

護サービスを提供することにより、要介護状態の維持・改善を目的とし、計画的にサービスを提

供します。 

 

２．事業者 

(１) 法人名     社会福祉法人 高瀬会 

(２) 法人所在地   和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬３５３番地 

(３) 電話番号    ０７３５‐７２‐３３５５（代）ＦＡＸ０７３５‐７２‐３３５６ 

(４) 代表者名    理事長 切士 桂 

(５) 設立年月日   昭和５８年８月２６日 

 

３．事業所の概要 

(１) 運営の方針 

 当施設は、ご利用者の意志及び人格を尊重して、居宅介護サービス計画に基づき、その

居宅における生活の継続を念頭において、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社

会生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、ご利用者がその

有する能力に応じて自立した生活を営むことができるようになることを目指します。 

 

(２) 提供できるサービスの種類 

事 業 所 名 特別養護老人ホーム古座川園 短期入所 

所 在 地 649-4224 和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬353番地 

介護保険法指定番号 

 

短期入所生活介護 

 （和歌山県指定第３０７２５００１６２号） 

サービス開始年月日 平成１２年４月１日 

そ の 他 生活保護法適用施設 

サービス提供地域 
古座川町、串本町、太地町、那智勝浦町 

＊その他の地域にお住まいの方もご相談下さい。 

 

(３) 施設設備の概要 

定   員 ５０名 

居 室 
個 室 １室（１室 11.25ｍ2） 

２人室 ３室（１室 23.84ｍ2 … １人当たり 11.92ｍ2） 



 

４人室 １１室（１室 35.75ｍ2 … １人当たり  8.94ｍ2） 

浴   室 一般浴槽、特殊浴槽、個浴槽があります。 

静養室・医務室 １室（１室 24.75ｍ2） 

機能訓練室 

兼食堂 

１階（１室 64.25ｍ2） 

２階（１室 57.60ｍ2） 

(４) 当施設の職員体制 

職   種 計  ①  時間帯による職員数（定数） 

管 理 者 １名 時 間 帯 介護職員等の数 

医   師 １名 朝 食 帯 ５名 

生活相談員 １名 日 勤 帯 ８名 

介護支援専門員 

（生活相談員と兼務） 
１名以上 夕 食 帯 ７名 

栄養士 １名以上 夜 勤 帯 ２名 

看 護 職 員 ２名以上  

機能訓練指導員 １名以上 ② 配置医師等による診察日 

介 護 職 員 １８名以上 曜  日 毎週木曜日 

事 務 職 員 １名以上 時  間 14：30～16：30 

補助職員 必要数 診療科目 

 

内科・脳神経外科・  

整形外科 調 理 員 必要数 

  医  師 越道 慎一郎 

   職務内容 

   〔医   師〕  ご利用者の健康管理及日常生活上における医療上の指導を行います。 

   〔生活相談員〕  ご利用者及びご家族等からの相談に応じ、必要な支援を行います。 

   〔介 護 職 員〕  ご利用者の日常生活全般についての介護、介助等を行います。 

   〔看 護 職 員〕  健康管理や医師との相談、日常生活上の介護、介助等を行います。 

   〔機能訓練指導員〕生活機能の改善や生活動作の維持のための指導、訓練等を行います。 

 

４．サービスの内容 

項    目 サービス内容 

介護予防計画 

の作成 

・担当者が作成した「介護予防サービス計画」に沿って協議した

「介護予防短期入所生活介護計画」を作成し、ご利用者及びご

家族に説明し、同意をいただきます。 

食  事 

・栄養士の立てる献立表により、栄養とご利用者の身体状況や嗜

好、季節感等を配慮したバラエティに富んだ食事を提供いたし

ます。 

・食事時間（昼・夕食は早食時間との選択ができます。） 

朝食  午前 7：00～午前 8：30 

昼食  午前 11：45～午後12：45（早食 午前11：15～） 

夕食  午後  5：00～午後 6：00（早食 午後4：15～） 

・自立支援のため、離床し、食堂にて食事を摂っていただくこと

を原則としています。但し、希望や状況に応じて、居室での食

事も対応させていただきます。 



 

口腔ケア ・口腔内を清潔に保てるよう毎食後、口腔ケアを行います。 

排 せ つ 
・ご利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うと共に、排せ

つの自立についても適切な援助を行います。 

入  浴 
・年間を通じて、週２回以上の入浴又は清拭を行います。 

・身体の状況に応じた入浴機器を用いての入浴が可能です。 

生活介護 

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助し

ます。 

・清潔な寝具を提供します。シーツ交換、枕カバー、包布交換は、

週１回行います。但し、必要な場合はその都度交換いたします。

ふとん乾燥消毒は、適宜実施します。 

機能訓練･生活リハ

ビリ 

・ご利用者の日常生活動作に適合した生活リハビリを行い、身体

機能の低下及び精神的機能の低下を防止するよう努めます。 

生きがい活動 

・施設での生活を実りあるものとするため、楽しいレクリェーシ

ョンを企画します。 

① 個別活動 

② 小グループ活動 

③ フロアー活動 

④ クラブ活動 

⑤ 施設行事 

健康管理 

・定期健康診断（年１回） 

・血圧、検温などの健康チェック（週２回） 

 但し、必要があればその都度実施します。 

・投薬管理は、看護職員が責任を持って行います。 

・配置医師により、２週間に１回診察日を設けて健康管理に努め

ます。 

・医療の必要性の判断は、配置医師または協力医療機関等の医師

が行います。 

・医療が必要と判断された場合は、速やかに医療機関に通院もし

くは入院していただきます。 

・通院や入院、緊急受診等をされた場合、主治医より治療上の判

断を求められることがありますので、ご利用者及びご家族には

責任を持って対処していただきます。その際、可能な範囲でご

相談に応じさせていただきます。 

・感染症予防対策：【感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための指針】に基づき、衛生的な管理または衛生上必要な措

置を講ずるように努めます。 

・じょく瘡予防対策：【じょく瘡予防対策のための指針】に基づき、

じょく瘡が発生しないよう適切な介護を行うよう努めます。 



 

生活相談 
・ご利用者及びご家族等からの相談について、誠意を持って応じ、

可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

所持品保管 
・若干の身の回り品については、居室に備え付けの収納庫等にて

お預かりします。 

行政手続き代行 
・行政機関への手続が必要な場合は、ご利用者やご家族の状況に

よっては代行して行います。 

金銭等の管理 

・自らの手による金銭などの管理が困難な場合は、お預かり管理

いたします。また、判断が不十分なご利用者については、成年

後見制度や地域権利擁護事業の情報を提供し、活用を推進して

いきます。 

 

５．利用料金 

(１) ご利用者は、介護予防短期入所生活介護サービスの提供を受けて、【利用料金のご案内】

に定める自己負担分を、事業所にお支払いいただきます。 

(２) 利用料金は、１ヶ月ごとに計算し、ご利用者は翌月２０日までに現金または施設の指定

金融機関の口座振替にてお支払いいただきます。 

(３) 事業者は、ご利用者から料金のお支払いを受けたときは、ご利用者に対し領収書を発行

いたします。 

 

６．利用料金の変更 

(１)  事業者は、ご利用者に対して、介護保険給付体系の変更またはサービス体系に変更があ

った場合、サービス利用料金の変更をさせていただくことがあります。 

(２) ご利用者が、料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【利用料金のご案内】を

作成いたします。 

(３) ご利用者は、料金の変更を承諾しない場合には、この契約を解約することができます。 

 

７．サービス利用契約の手続 

 (１) 必要な書類など 

① 介護保険被保険者証 

② 医療保険被保険者証（健康保険、国民健康保険） 

③ 老人医療証 

 (２) その他お持ちいただくもの 

① 印 鑑  

② 衣 類 

③ 生活上必要なもの ＊収納スペースに限りがございますので、個別にご相談ください。 

 

８．介護予防短期入所生活介護サービスが提供できない場合 

(１) 入院して医療･治療が必要と判断された場合 

(２) 事業所として適切な指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供が困難な場合 



 

９．サービス利用契約の終了 

(１) ご利用者のご都合で退所される場合 

 いつでも申し出により退所できます。ただし、退所先及び身元引受人の確認をさせて

いただきます。 

(２) 自動終了 

 以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

① ご利用者が他の介護保険施設に入所した場合 

（例えば、老人保健施設、療養型病床施設） 

② 介護保険給付で、サービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当（自

立）と認定された場合 

※この場合、所定の期間の経過をもって退所していただくことになります。 

③ ご利用者がお亡くなりになった場合 

④ やむを得ない事情により施設を閉鎖する場合 

(３) その他 

 ご利用者がサービス利用料金の支払を１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告した

にもかかわらず２０日以内に支払われない場合、またはご利用者またはそのご家族等が

事業者やサービス従業者、または他のご利用者に対してこの契約を継続し難いほどの背

信行為を行った場合は、３０日前までに文書で通知することにより、サービス利用契約

を終了させていただく場合があります。尚、この場合契約終了後の予約は無効となりま

す。 

 

10．施設利用に当たっての留意事項 

事  項 内   容 

面 会 

 

・面会時間 午前 9：00～午後 5：00  

 上記以外の時間についてはご相談ください。 

・来訪者は必ず事務所窓口にて、申し出てください。 

・面会の際には、感染予防のため「手指消毒」をお願いします。風

邪症状のある方は、ご面会を控えていただくか、備え付けのマス

クをお使いください。 

食べ物の持ち込み 
・食中毒の予防や誤飲の予防等のため、食べ物の手渡しはご遠慮い

ただくか、または先に職員にお尋ねください。 

外出、外泊 

・外出、外泊される場合は、前日までに連絡をお願いします。 

・必ず行き先（連絡先）と帰園予定時間、食事の有無など必要なこ

とを所定の用紙で事務所にお届けください。 

飲 酒 ・適時、適量で呑んでいただきます。 

喫 煙 ・決められた場所でお願いします。 

所持品の持ち込み 
・テレビ、ラジオ、カセットデッキ等の持ち込みは事前にご相談下

さい。 



 

・原則として、他のご利用者に対して危険な物、迷惑を及ぼす物は、

持ち込むことができません。 

施設外での受診 

・配置医師、協力病院の医師の指導ではなく、ご自身のご希望で他

の医療機関を受診する場合は、ご家族でお願いします。 

 また、診察結果、処方薬など職員にお知らせください。 

宗教･政治活動 
・施設内で、他のご利用者に対する宗教活動および政治活動はご遠

慮ください。 

ペット ・飼育を前提にしたペットの持ち込みはお断りします。 

 

11．サービス提供の記録の保存 

 介護予防短期入所生活介護サービスの提供に関する記録を作成することとし、当該処遇又

はサービスを提供した日から５年間保管いたします。 

 

12．身体拘束の禁止（契約書第12条参照） 

   原則として、ご利用者の自由を制限する身体拘束等の行為は行いません。但し、緊急やむ

を得ず身体拘束等を行う場合には、【身体拘束禁止規定】に基づき、ご利用者やそのご家族

等に必要な情報を提供し、説明を行い、その内容に同意を得た上で、その態様及び時間、そ

の際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

13．事故発生時の対応（契約書第15条参照） 

   サービス提供により事故が発生した場合には、【事故発生の防止のための指針】に基づき、

ご利用者のご家族、関係市町村等への連絡を行うとともに必要な措置を講じ、事故の状況、

事故に際してとった処置等を介護事故報告書に記録します。また、賠償すべき事故の場合に

は、損害賠償を速やかに行います。 

 

14．個人情報の守秘義務等（契約書第16条参照） 

施設及びすべての職員は、サービス提供をする上で知り得たご利用者及びそのご家族に

関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、雇用契約終了後

も同様といたします。 

 

15．緊急時の対応方法 

 ご利用者に容態の変化等があった場合、その他必要な場合は、主治医や協力医療機関に連

絡する等必要な措置を講ずる他、ご家族の方に速やかに連絡いたします。 

【第１緊急連絡先】 

氏 名                     続 柄 

住 所  

電話/携帯等  



 

【第２緊急連絡先】 

氏 名                     続 柄 

住 所  

電話/携帯等  

 

16．非常災害対策 

(１) 防災時の対応  消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第３条に規定する【消

防計画】により対応します。 

(２) 防災設備    消防法（昭和２３年法律第１８６号）その他の法令等に規定された必

要な設備を備えております。 

(３) 防災訓練    年２回 消防防災訓練を実施します。 

(４) 防火管理者   尾鷲 芳昭 

 

17．苦情相談窓口 

(１) 施設が提供するサービスや要望･苦情等については、次の窓口で対応します。 

〔苦情受付担当者〕 尾鷲 芳昭（生活相談員）電話 ０７３５‐７２‐３３５５ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日 午前８：３０～午後５：３０ 

〔苦情解決責任者〕 切士 桂  （理事長） 

〔第三者委員〕   小谷 一郎 （監 事）  電話 ０７３５‐５８‐１２６２ 

濵 雅文  （評議員）  電話 ０７３５‐５８‐０８９９ 

 

(２) 公的機関においても、苦情申し出ができます。 

○ 和歌山県運営適正化委員会 和歌山市手平2丁目1－2 

（和歌山県社会福祉協議会内） 

電話  ０７３‐４３５‐５５２７ 

FAX   ０７３‐４３５‐５５８４ 

受付時間  月～金 午前9：00～午後5：30 

○ 和歌山県国民健康保険団体

連合会介護サービス苦情処

理相談窓口 

和歌山市吹上2丁目1番22 日赤会館内 

 電話  ０７３‐４２７‐４６６２ 

 FAX   ０７３‐４２７‐４６６４ 

 受付時間  月～金 午前 9：00～午後 5：00 

 

(３) 介護保険の保険者（市区町村）相談･苦情窓口でも受け付けています。 

○ 古座川町役場 

古座川町保健福祉センター内 

健康福祉課 

東牟婁郡古座川町川口254番地1 

 電話  ０７３５‐６７‐７１１２ 

 FAX   ０７３５‐７２‐０１７２ 

 受付時間  月～金 午前9：00～午後5：15 

○ 串本町役場 

保健福祉課 

東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 

 電話  ０７３５‐６２‐０５６２ 

 FAX   ０７３５‐６２‐４９７７ 

 受付時間  月～金 午前9：00～午後5：15 

 



 

○ 那智勝浦町役場 

福祉課 

東牟婁郡那智勝浦町築地7‐1‐1 

 電話  ０７３５‐２９‐７０３９ 

 FAX   ０７３５‐５２‐３２７４ 

 受付時間  月～金 午前9：00～午後5：15 

○ 太地町役場 

住民福祉課 

東牟婁郡太地町太地3767‐1 

 電話  ０７３５‐５９‐２３３５ 

 FAX   ０７３５‐５９‐２８０１ 

 受付時間  月～金 午前9：00～午後5：15 

＊ご不明な点は、何でもご遠慮なくご相談ください。 

 

18．併設施設等（種別） 

高瀬会高齢者総合ケアセンター 

  （古座川町高瀬） 

あじさい苑[介護老人保健施設/(介護予防)短期入所療養介護/(介護予防)通所リハビリ] 

グリーンヴィレッジ古座川[(介護予防)短期入所生活介護] 

グループホームもみの樹[(介護予防)認知症対応型共同生活介護] 

高瀬会デイサービスセンター[(介護予防)通所介護] 

高瀬会訪問介護ステーション[(介護予防)訪問介護] 

南紀ケアプランセンター[居宅介護支援] 

 

 

  （古座川町下露） 

高齢者生活支援センターささゆり[古座川町生活支援ハウス/(介護予防)通所介護] 

 

  （那智勝浦町湯川） 

   高瀬会地域密着型バーデンライフ・ケアセンター湯ごりの郷 

グループホーム湯ごりの郷[(介護予防)認知症対応型共同生活介護] 

    ケアハウス湯ごりの郷[地域密着型特定施設入居者生活介護] 

    小規模多機能ハウス湯ごりの郷[小規模多機能居宅介護] 

    ふれあいサロンゆかし庵[介護予防通所介護/通所型介護予防事業] 

    南紀ケアプランセンター那智勝浦[居宅介護支援] 

高瀬会第２訪問介護ステーション[(介護予防)訪問介護] 

高瀬会第２訪問看護ステーション[(介護予防)訪問看護] 

   

（串本町串本） 

   南紀ケアプランセンター串本 

    

 

 

 

19．協力医療機関 



 

 施設はご利用者に入院治療が必要になったときの備えとして、近隣の病・医院に承諾を得

て、協力医療機関を定めています（平成１６年５月１日より、当施設内に、診療所が開設し

ています）。 また、協力歯科医療機関についても定めています。 

医療機関名 くしもと町立病院 

所 在 地 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691-7 

診療科目名 
内科・外科・整形外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・ 

泌尿器科・脳神経外科 

 

医療機関名 那智勝浦町立温泉病院 

所 在 地 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字天満1185番地4 

診療科目名 
内科・循環器科・糖尿病内科・整形外科・リハビリテーショ

ン科・眼科 

 

医療機関名 奥根歯科医院 

所 在 地 和歌山県東牟婁郡古座川町高池63‐4 

診療科目名 歯 科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 介護予防短期入所生活介護の提供開始に当たり、ご利用者に対して本書面及び利用料金のご案

内に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

令和   年   月   日 

 

  事業者  

（所 在 地） 和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬３５３番地 

（法 人 名） 社会福祉法人 高 瀬 会 

（代表者名）   理事長  切士 桂   

 

（事業所名） 特別養護老人ホーム 古座川園短期入所 

   （事業者指定番号：和歌山県第３０７２５００１６２号） 

 

   （説明者名）                  

 

 私は、本書面及び利用料金のご案内により、事業者から介護予防短期入所生活介護についての

重要事項の説明を受け、サービスの提供に同意し、これを受領しました。 

  利用者 

   （住  所）                      

 

   （氏  名）                 

   

身元引受人（代理人） 

   （住  所）                      

 

   （氏  名）                 

 

   （続  柄）           

印 

印 

印 

印 


